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1 報告要旨 

福岡県朝倉郡筑前町は 2,236ha の森林 （人工林 1,403ha）を有するが、令和 3 年度時点

の森林経営計画認定面積は約 70ha と低迷しており、適切な森林整備および森林資源の循

環利用等が課題となっていた。抜本的な対策として、町長自らが集約化による森林整備を

実施している先進地を視察するなどし、令和４年度の林業振興プランナー契約以後、様々

な施策を実施してきた。令和 4 年度に「筑前町森林づくりビジョン」を策定したほか、町

内全域を対象とした経営管理意向調査 （以、、意向調査）を令和６年度までに完了し、森

林経営認定計画面積は約 250ha まで拡大した。 

令和７年度に、集約化による森林整備を加速させるため、筑前町および町内事業者等で

組織された「筑前町森林づくり推進協議会」が主体となり、林野庁「森林の集約化モデル

地域実証事業（以、、モデル事業）」に採択され、地域関係者による協議と森林経営管理

の集約化の実証に取り組んだ。 

地域関係者及び有識者による協議は全３回の会合が開催され、集約化の目標設定、林業

経営体による集約化取組の進捗、集約化取組における課題などを議論した。 

集約化の実証については、経営委託型（林業経営体への経営委託）と所有権移転型 （林

業経営体への土地所有権の移転）の手法を併用し、経営委託・所有権移転の双方のニーズ

に応える体制を整備した。令和７年度は林道沿いの優先地及び櫛木・三箇山区域を中心に、

集約化対象森林区域 120ha の経営委託または所有権移転による集約化を目標とし、林業

経営体による所有権移転 93.6ha（34 名、284 筆）・経営委託 51.8ha（13 名、156 筆）の

集約化を達成した。また、今後 10 か年を目途に、筑前町全域を対象とした集約化を計画

している。 

モデル事業の取りまとめでは、全国でまだ事例の少ない所有権移転型の手法について、

そのプロセスを詳細に整理した。併せて、各プロセスにおける工数を集計・分析し、手法

のコスト・改善点を明らかにした。また、集約化の実行プロセスにおける実務課題を抽出

し、「林業経営体における対応策」と「制度改正が期待される事項」とに整理した。 

令和８年度においても 「令和 7 年度補正 森林の集積・集約化実証事業」に採択されて

おり、林業経営体による集約化 100ha/年（目標値）と並行して、令和８年度改正森林経

営管理制度に基づき、 「集約化構想の策定」「経営管理支援法人と筑前町との協業方法」 「構

想適格事業者の実務役割の整理」「所有者不明森林の特例制度の活用方法」を重点項目と

している。また、令和７年度に福岡県が実施した航空レーザ測量成果を解析し、GIS 上で

使用できる森林資源データ等を整備していく方針である。 
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2 本事業の背景と目的 

 我が国の森林の所有構造は、その多くが小規模・分散の状態にあり、くわえて森林所有

者の不在村化や世代交代により、森林所有者や境界が不明となりつつある。森林の適切な

経営管理が効率的かつ持続的に行われるためには、経営管理を行うための権利を面的に集

約化することが必要であるが、十分に行われていない状況にある。他方、地域の関係者に

よる協議に基づき、小規模・分散した森林の集約化を行うことで面的なまとまりをもって

林業経営体に権利設定を行う取組や、森林境界を外縁のみ明確化して契約によって収益を

分け合う取組、森林経営管理法に基づく所有者不明森林等の特例措置の活用、所有権の移

転による集約化など、モデルとなり得る新たな経営管理の集約化の例が生まれているとこ

ろである。 

 福岡県朝倉郡筑前町は森林面積が 2,236ha、人工林面積（民有林）が 1,403ha であり、

人工林の約 8 割が 50 年生となっている。一方、森林経営計画面積は令和 3 年度時点で約

70ha と低迷しており、適切な森林整備および森林資源の循環利用が急務の課題である。さ

らに、町の森林管理においては道路沿いの森林において町外事業者による乱伐や再造林放

棄、不適切な転売・開発が問題となっている。この状況を踏まえ、筑前町では令和 3 年度

に優先整備対象森林の選別（ゾーニング設定）を実施した。令和 4 年度には、筑前町にお

ける循環型森林経営を推進するため林業振興プランナーと契約し、「筑前町森林づくりビジ

ョン」を策定したほか、様々な施策を実施してきた。 

令和２年度及び令和４年度から６年度に森林環境譲与税を活用した意向調査を実施し、

令和６年度までに町内全域で調査を完了している。なお、令和７年度には意向調査結果の

統合・再集計・分析を行い、集約化に向けた基礎情報を整備している。意向調査では「委

託先があれば管理や整備を委託したい」と回答した森林所有者が約 33％（人数ベース）、

「売却や譲渡先があれば検討したい」と回答した森林所有者が約 36％（人数ベース）であ

り、地域における森林経営委託ならびに所有権移転のニーズは一定数存在している。集約

化を加速させ、効率的な森林整備に結び付けるには、経営委託に加え所有権移転のニーズ

に応える体制を早期に整える必要がある。なお、筑前町においては、地籍調査が 100%完

了している他、森林基本図とも現況が一致していることから、境界明確化に関する課題は

存在しない。 

 上記の背景をもとに設立された「筑前町森林づくり推進協議会（以、、協議会）」は、

林野庁「集約化モデル地域実証事業（以、、モデル事業）」を活用し、地域関係者及び有

識者による協議と森林経営管理の集約化の実証に取り組む。集約化の実証については、経

営委託型（林業経営体への経営委託）と所有権移転型（林業経営体への土地所有権の移

転）の手法を併用し、経営委託・所有権移転の双方のニーズに応える体制を整備し、令和

７年度は林道沿いの優先地及び櫛木・三箇山区域を中心に、集約化対象森林区域 120ha の

経営委託または所有権移転による集約化を目標とした。また、今後 10 か年を目途に、筑

前町全域を対象とした集約化を計画している。モデル事業の取りまとめでは、全国でまだ
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事例の少ない所有権移転型の手法について、そのプロセスを詳細に整理し、今後の他地域

での取組に資する報告書づくりを目指す。併せて、各プロセスにおける工数を集計・分析

し、手法のコスト・改善点を明らかにする。 

さらに、モデル事業では集約化の実行プロセスを分析し、各プロセスにおける実務課題

の抽出にも重点を置く。実務課題は、「林業経営体における対応策」と「制度改正が期待

される事項」とに整理する。「林業経営体における対応策」を取りまとめることで、全国

の林業経営体が所有権移転を中心とした集約化に取り組むにあたり、事前に想定される課

題を検討することに資する。また、「制度改正が期待される事項」を取りまとめること

で、森林経営管理関連制度の改良に向けた示唆を提示する。 

以上のとおり、本モデル事業では体制整備と目標設定により経営委託型・所有権移転型

による集約化を推進するとともに、工数分析や課題抽出を通じて、今後の他地域での集約

化取組に資する事例構築・情報整理を行う。 

 

 

表 2-1：筑前町の基本情報 

行政基本情報  

 人口（人） 【令和８年１月末日現在】 31,003 

面積（ha） 6,710 

地籍調査実施率（%） 100 

森林情報  

 森林面積（ha） 2,236 

民有林面積（ha） 2,089 

 民有林人工林面積（ha） 1,403 

 民有林材積（千 m3） 658 

私有林面積（ha） 1,873 

 私有林材積（千 m3） 612 

※筑前町「住民基本台帳月報 令和８年２月」、国土交通省「地籍調査 Web サイト」、 

福岡県「令和６年度 農林水産白書（付属統計・資料 林業編）」、 

筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より作成 
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図 2-1：筑前町 地区別森林面積 

※筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より抜粋 

 

表 2-2：モデル事業 使用機材 

項目 目的・内容 機器・ソフト・サービス名 

森林情報・資源把握 

ドローン空撮 DJI Phantom  

ドローン解析 AssistZ、Metashape 

森林 GIS Assist８ 

路網設計 路網設計ソフト AssistZ  

（路網線形設計支援オプション） 

境界明確化 
GNSS・RTK 等の電子測位

による境界確認 
Assist８、ARUQ 

現地測量調査 

GNSS 測量 ARUQ 

画像・動画撮影 DJI OsmoPocket3 

デジタル樹高計 Vertex5 

森林資産評価 

森林 GIS 等を活用した 

提案書作成 
Assist８ 

登記簿確認 一般財団法人民事法務協会 

「登記情報提供サービス」 

登記所備付地図（公図） 

閲覧アプリの活用 

今ここ何番地？法務省地図 on 

MapLibre GL JS 

令和７年度モデル事業予算により調達 
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表 2-3：モデル事業 主な使用データ 

種別 データ名 

Excel・csv データ 

筑前町 

「森林経営管理制度意向調査業務結果に係る整理分析業務 報告書」 

森林簿 

GIS データ 

森林基本図 

ふくおか森林オープンデータ 

国土数値情報 
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3 事業実施時期とスケジュール 

 事業実施時期：令和 7 年 6 月 10 日～令和 8 年 3 月 31 日 

 

 
  

令和７年度森林の集約化モデル地域実証事業実施計画

月 日 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

地域協議会運営

コーディネーター業務

森林の経営管理の集約化に向けた条件整備

　所有不明森林等の実態把握

集約化の実践及び効果の評価・検証

　森林経営受委託契約締結

　所有権移転手続き

地域の森林の経営管理の集約化
に向けた将来像の策定

所有権移転に掛かるプロセス・
経費等の実績まとめ

路網線形設計支援ソフト導入

　GIS図面作成、路網計画作成

　森林所有者配布資料作成

　説明会の実施

　個別訪問、資料配布

　工　　程　　表　

事業実施主体 筑前町森林づくり推進協議会

着手

協議会

　集約化重点エリア選定・見直し
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4 地域の林業経営体、市町村による協議の実施 

 筑前町では 「筑前町森林づくり推進協議会 （以、、協議会）」により、「筑前町森林づくり

ビジョン」に基づく森林整備や森林の集約化に関する事業の実施・周知等が行われている。

令和７年度のモデル事業において、筑前町森林づくり推進協議会が地域協議会として事業

実施主体となり、集約化推進事業および集約化条件整備事業を実施する。 

 

4.1 地域協議会の設立と役割 

4.1.1 協議会の目的 

 筑前町では、「筑前町森林づくりビジョン」に基づく森林整備や森林の集約化に関する事

業の実施・周知等を行う「筑前町森林づくり推進協議会」（会長 メジャーフォレストリー

株式会社 代表取締役社長 佐藤伸幸）が令和７年３月に設立された。 

 協議会は、林業経営体への経営管理の集約化を促進し、森林の適切な経営管理を効率的か

つ持続的に行い、森林整備による多面的機能の発揮に資することを目的とする。協議会は、

筑前町、町内に所在する林業経営体、その他当該地域の関係者で構成されている。 

 令和７年度のモデル事業において、協議会は「林業経営体、市町村、都道府県、森林所有

者、木材関連事業者等の地域関係者で構成される協議会（地域協議会）」として、集約化推

進事業および集約化条件整備事業を実施する主体として位置付けされている。集約化推進

事業に関しては、地域の林業経営体・市町村等による協議として、協議会会員および有識者、

コーディネーター、オブザーバーが出席する全３回の会合を開催した。 
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4.1.2 筑前町森林づくり推進協議会の実施体制 

 

図 4-1：筑前町森林づくり推進協議会 組織図 
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4.2 地域協議会の開催 

4.2.1 第 1 回 地域協議会 

(1) 開催概要 

・日時：令和 7 年 7 月 15 日 9：30～11：30 

・主催：筑前町森林づくり推進協議会 

・場所：筑前町役場 本庁舎 3 階 301・302 会議室 

 

【次第】 

１．開会挨拶 

２．林野庁「令和 7 年度集約化モデル地域実証事業」概要について 

３．集約化推進に向けた筑前町の取組実績について  

４．集約化作業の実施内容・スケジュールについて  

５．森林所有者への説明資料について 

６．将来像の策定協議  

７．今後の予定について 

 

(2) 出席者 

〈会 員〉 

 田頭 喜久己 筑前町長   ※副会長 

 佐藤 伸幸  メジャーフォレストリー㈱ 代表取締役社長  ※会長 

 佐藤 俊一  ㈱佐藤木材 代表取締役 

 河野 秀彦  グリーンパーク N&M㈱ 代表取締役 

 山、 有加理 山、運送㈲ 代表取締役 

 

〈有識者〉 

 奥山 洋一郎 鹿児島大学 農学部 林政学研究室 助教 

 梶原 美保  梶原司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 

 

〈オブザーバー〉 

 大原 遼   福岡県朝倉農林事務所 林業振興課 普及係 主任技師 

 

〈事務局〉 

 谷口 謙司  筑前町農林商工課 課長 

 井上 智之  筑前町農林商工課 

 小路 章吾  筑前町農林商工課 地域おこし協力隊   ※事務局長 
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 髙山 幸子  メジャーフォレストリー㈱  

 

〈コーディネーター〉 

 合同会社デロイト トーマツ 

  シニアマネジャー 赤木 匠 

  マネジャー    鈴木 秀明 

  シニアスタッフ  大草 駿 

  スタッフ     嶺 隆太郎 

 

(3) 議事概要 

林野庁「令和

7 年度集約化

モデル地域実

証事業」概要

について 

⚫ 集約化モデル地域実証事業は全国で約 20 件実施と推定。 

⚫ 令和 7 年度予算は 5 億 2,500 万円、1 地域あたり 1,000～2,000

万円規模。 

⚫ 九州では筑前町の他に宮崎、鹿児島、大分の自治体が実施予定

と聞いている。 

⚫ 筑前町は全域で意向調査を実施し、集約化推進で優位性あり。 

集約化推進に

向けた筑前町

の取組実績に

ついて 

⚫ 作業道不足により主伐できない森林が多く、集約化で効率的な

作業道整備が重要。 

⚫ 森林経営計画は持続的な主伐・再造林サイクルを想定、現状は

間伐が多い。 

⚫ 筑前町は土砂災害リスクもあり、間伐で、層植生回復後に主伐

が必要な箇所も。 

⚫ 全国的には主伐が増加傾向、南九州では主伐へシフトする林業

経営体が増加。 

⚫ バイオマス発電用チップ材出荷には森林経営計画が必要。 

⚫ 民間事業者の伐採が進まない問題もあり、主伐・再造林の推進

が CO2 吸収促進につながる。 

集約化作業の

実施内容・ス

ケジュールに

ついて 

⚫ 道路沿い森林の集約化を優先し、無秩序な伐採・取引の防止を

狙う。 

⚫ 保安林には規制あるが普通林にはなし、集約化で適切な管理が

重要。 

⚫ 森林法や自然環境保全条例の規制は限定的、モデル事業で法的

規制は予定せず。 

⚫ 保安林指定希望者は多いが、県が対応しきれない状況。 



   

 

 11  

 

⚫ 地域説明会では森林所有者の反応は様々。森林の所在不明・管

理放棄・手放したい意向も多い。 

⚫ 地元での実績により信頼が得られ、集約化や委託希望が広がっ

ている。 

⚫ モデル林視察で好意的な反応も増加。事業モデルの確立で森林

所有者の預けたい意向も期待。 

森林所有者へ

の説明資料に

ついて 

⚫ 森林評価士は民間資格で約 1,000 人程度の有資格者がいる。 

⚫ 森林売買に不動産鑑定士資格は不要。 

⚫ 相続登記未了の山林が多く、今回の事業では所有者探索は限定

的に実施予定。 

将来像の策定

協議 

⚫ 固定資産証明書の手書き対応を町役場に相談中。 

⚫ 森林購入後・売買後の各種届出が複数必要で、事務負担が課

題。 

⚫ 今後は行政書士による代理申請も検討。 

⚫ 森林評価士資格の効果は限定的、法的ルールがないため不適切

な売買の防止は難しい。 

⚫ 山林の価値は農地より低い認識が浸透、宅地等への転用リスク

もある。 

⚫ 地域で適切な売買ルートを案内する仕組みが必要。 

⚫ 市町村で森林を受け入れる事例（兵庫県佐用町）も紹介。 

⚫ 森林評価士は林業価値のみ評価対象、広葉樹評価は難しい。 

⚫ 固定資産評価は税務課対応、手書き対応も検討中。 

⚫ 個人売買は司法書士との直接対面が必要、郵便や住民票の制約

もあり課題。 

⚫ 所有者探索は今年度事業では限定的、一部でデータ取得を検

討。 

⚫ 相続登記は費用・手間が課題、国庫帰属制度も高額。 

⚫ 課税状況からの所有者把握には限界あり。 

⚫ 相続登記問題は省庁横断的課題、宮崎県では費用負担で集約化

推進。 

⚫ 意向調査結果は町と連携し、課題解決のため共有・実施を進め

る方針。 

今後の予定に

ついて 

⚫ 11 月に中間報告会、来年 2 月に最終報告会を予定。 
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(4) 協議会の様子 

 

写真 4-1：第１回地域協議会 町長挨拶 

 

 

写真 4-2：第１回地域協議会 会長挨拶 
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第１回地域協議会 資料 1「次第・資料一覧・出席者一覧」（掲載省略） 

 

第１回地域協議会 資料 2「林野庁資料抜粋」 
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第１回地域協議会 資料 3-1「筑前町森林づくりビジョン」 
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第１回地域協議会 資料 3-2「取組実績と意向調査結果概要資料」 
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第１回地域協議会 資料 3-3「意向調査結果概要（図面）」 

 ※意向調査再集計前の地番単位の結果。 

 

  



   

 

 20  

 

第１回地域協議会 資料 4-1「集約化実施スケジュール」 
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第１回地域協議会 資料 4-2「令和 7 年度の集約化対象地（図面）」 

   ※意向調査再集計前の地番単位の結果 

 



   

 

 22  
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第１回地域協議会 資料 5「森林所有者への説明資料」 
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第１回地域協議会 資料 6 「将来像の策定にむけた検討 集約化プロセスの整理と課題整理」 
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資料 6「将来像の策定にむけた検討 集約化プロセスの整理と課題整理」抜粋 

 

p2 地域の森林の経営管理の集約化に向けた将来像（イメージ） 

 

p7 所有権移転モデルにおける課題抽出（例）③ 
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4.2.2 第 2 回 地域協議会 

(1) 開催概要 

・日時：令和 7 年 11 月 4 日 14：00～17：00 

・主催：筑前町森林づくり推進協議会 

・場所：筑前町役場 本庁舎 3 階 301・302 会議室 

 

【次第】 

１．開会挨拶 

２．モデル事業における集約化の進捗報告 

３．集約化作業に関する議題について 

４．地域の集約化体制確立に向けた検討 

５．「森林の集約化モデル地域実証事業」報告書案 

６．今後の予定について 

７．閉会挨拶 

 

(2) 出席者 

 〈会 員〉 

 田頭 喜久己 筑前町長   ※副会長 

 佐藤 伸幸  メジャーフォレストリー㈱ 代表取締役社長  ※会長 

 河野 秀彦  グリーンパーク N&M㈱ 代表取締役 

 山、 有加理 山、運送㈲ 代表取締役 

 

〈有識者〉 

 奥山 洋一郎 鹿児島大学 農学部 林政学研究室 助教 

 梶原 美保  梶原司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 

 

〈オブザーバー〉 

 大原 遼   福岡県朝倉農林事務所 林業振興課 普及係 主任技師 

  

〈事務局〉 

 谷口 謙司  筑前町農林商工課 課長 

 井上 智之  筑前町農林商工課 

 小路 章吾  筑前町農林商工課 地域おこし協力隊   ※事務局長 

髙山 幸子  メジャーフォレストリー㈱  
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〈コーディネーター〉 

 合同会社デロイト トーマツ 

  シニアマネジャー 赤木 匠 

  マネジャー    鈴木 秀明 

  マネジャー    大草 駿 

  スタッフ     嶺 隆太郎 

  スタッフ     河合 仁美 

 

(3) 議事概要 

モデル事業に

おける集約化

の進捗報告 

⚫ 交渉対象者が 62 名、うち 25 名が商談段階、契約済みが 4 名で

ある。 

⚫ 意向調査の再集計や基礎情報の整備、また交渉対応の人手不足

が課題となっている。 

⚫ 全国的に所有権移転がここまで具体的に進んでいる事例は少な

い。 

集約化作業に

関する議題に

ついて 

⚫ 意向調査では、所有権移転をしたい人が３割、経営委託をした

い人が３割であり、所有権移転と経営委託を森林所有者が選べ

るよう対応していくことが重要である。 

⚫ 道路沿いの売却希望者は優先して交渉しているが、まだ売却希

望の方が少ない。 

⚫ 町としては林地の転用を懸念しており、行政も積極的に関与し

て事業を進めていきたい。 

⚫ 実際に取組を説明することで、意向調査の回答から考えが変わ

った森林所有者も多い。 

⚫ 所有権移転登記の登録免許税について、仮評価の交付に関し

て、法令根拠が無いためスムーズな交付ができない点が課題で

ある。 

地域の集約化

体制確立に向

けた検討 

⚫ 筑前町で山林を多く所有する地区の多くは既に認可地縁団体に

移行しているが、一部実質的な土地の権利者が異なる事例もあ

る。そのため、規約や過去の議事録を確認する事例がある。 

⚫ 改正森林経営管理法の運用については、県としては現時点では

検討中である。 

⚫ 外周が国有林となっている対象森林について、林野庁・森林管

理署に国庫帰属制度や他の制度の適用を相談している。 
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「森林の集約

化モデル地域

実証事業」報

告書案 

⚫ 今回は報告書の骨子を確認していただいた。第３回協議会に向

けて、報告書を作成していく。 

今後の予定に

ついて 

⚫ 次年度本モデル事業予算要望（40,000 千円）について、全会一

致で承認。 

⚫ 今年度航空レーザ測量の成果地図が完成し、次年度は AI を活用

した路網判読などを行い、実用性のあるデータを整備してい

く。 

⚫ 来年 2 月～３月に第３回協議会の開催を予定。 

 

(4) 協議会の様子 

 

写真 4-3：第２回地域協議会 協議の様子 
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写真 4-4：第２回地域協議会 協議の様子 
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第 2 回地域協議会 資料 1「次第・資料一覧・出席者一覧」（掲載省略） 

第 2 回地域協議会 資料 2「第 2 回協議会資料」 
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 34  
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資料 2「第 2 回協議会資料」抜粋 

 

p20 集約化手法ごとの林業経営体のメリット・デメリット 

 

p24 改正森林経営管理制度について 
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p27 所有権移転手続きに関連する制度について（認可地縁団体制度） 

 

p28 所有権移転手続きに関連する制度について（国有地化） 
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第 2 回地域協議会 資料 2-2-1「意向調査結果 図面」 

 ※意向調査再集計後の林小班単位の結果 

 

  



   

 

 38  

 

第 2 回地域協議会 資料 2-2-2「意向調査結果 図面（問 3）」 

  ※意向調査再集計後の林小班単位の結果 
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第 2 回地域協議会 資料 2-3「集約化の進捗状況 図面・集約化フロー」 
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第 2 回地域協議会 資料 4-1-1「筑前町 森林所有者情報等外部提供規則（案）」 

（一部掲載） 
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第 2 回地域協議会 資料 4-1-2「筑前町・協議会 森林所有者情報等提供規約（案）」 

（一部掲載） 

 

 

  



   

 

 43  

 

第 2 回地域協議会 資料 5「森林の集約化モデル地域実証事業 報告書（案）」 

（一部掲載） 

 

 

第 2 回地域協議会 資料 6「令和 7 年度 森林の集約化モデル地域実証事業実施箇所一覧」 

（掲載省略） 
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4.2.3 第 3 回 地域協議会 

(1) 開催概要 

・日時：令和 8 年 3 月 16 日 14：00～17：00 

・主催：筑前町森林づくり推進協議会 

・場所：筑前町役場 本庁舎 3 階 301・302 会議室 

 

(2) 出席者 

 〈会 員〉 

 田頭 喜久己 筑前町長   ※副会長 

 佐藤 伸幸  メジャーフォレストリー㈱ 代表取締役社長  ※会長 

佐藤 俊一  ㈱佐藤木材 代表取締役 

 河野 秀彦  グリーンパーク N&M㈱ 代表取締役 

 山、 有加理 山、運送㈲ 代表取締役 

 

〈有識者〉 

 奥山 洋一郎 鹿児島大学 農学部 林政学研究室 助教 

 梶原 美保  梶原司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 

 

〈オブザーバー〉 

 大原 遼   福岡県朝倉農林事務所 林業振興課 普及係 主任技師 

〈オブザーバー WEB 参加〉 

 林野庁 森林利用課 森林集積推進室 各位 

 

〈事務局〉 

 谷口 謙司  筑前町農林商工課 課長 

 井上 智之  筑前町農林商工課 

【次第】 

１．開会挨拶 

２．令和７年度モデル事業における取組成果 

３．集約化の各プロセスにおける実務課題の抽出について 

４．所有者不明森林等の実態把握について 

５．「森林の集約化モデル地域実証事業」報告書案 

６．次年度以降の計画（令和７年度補正 森林の集積・集約化事業）について 

７．閉会挨拶 
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 小路 章吾  筑前町農林商工課 地域おこし協力隊   ※事務局長 

髙山 幸子  メジャーフォレストリー㈱  

 

〈コーディネーター〉 

 合同会社デロイト トーマツ 

  シニアマネジャー 赤木 匠 

  マネジャー    鈴木 秀明 

  マネジャー    大草 駿 

  スタッフ     嶺 隆太郎 

  スタッフ     河合 仁美 

 

(3) 議事概要 

令和７年度モ

デル事業にお

ける取組成果 

⚫ 集約化優先地域の人工林については、森林所有者の意向に対応

した集約化を網羅できている。 

⚫ 集約化プロセスにおける森林所有者交渉は電話連絡への応答次

第で工数に大きく差があり、工数集計への評価が困難である。 

集約化の各プ

ロセスにおけ

る実務課題の

抽出について 

⚫ 登記情報整理の対応では、遠方在住者への郵送対応、電話対応

の時間的配慮、高齢者の意思確認の為の対面確認等の柔軟な対

応が求められている。 

⚫ 高齢者の意思確認が取れない場合の成年後見制度の活用は親族

の経済的・事務的負担が大きく登記手続きが長期化することが

懸念される。 

⚫ 抵当権の整理においては、制度や法令の活用要件の確認など配

慮するべき事項が存在する為、顕在化していない工数が多く発

生している。 

⚫ 登記関連費用の公的支援に関しては、集約化には必要であるが

不利益を被る人が出る可能性もあるため対応が困難な課題であ

る。 

⚫ 全ての課題は全国で同様に発生しうるものであり、他地域でも

参考にしていただけることを期待する。 

所有者不明森

林等の実態把

握について  

⚫ 所有者不明森林等の実態把握では、居住者のどなたかの受け取

りが必須である簡易書留郵便を選択している。 

⚫ 探索で特定した森林所有者の意向は売却または経営委託希望が

多く、連絡が取れれば森林整備に同意いただける可能性が高

い。 
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⚫ 筑前町は所有者不明の数が少ない地域である為、現段階で追跡

することが所有者不明森林増加抑止の観点では重要である。 

「森林の集約

化モデル地域

実証事業」報

告書案 

⚫ 報告書は個人情報特定に配慮した上で筑前町の HP にて公開す

ることを検討している。 

⚫ 所有森林が小面積である事例は多く存在する為、本モデル事業

が全国的に派生していくことを期待している。 

⚫ 県内・全国で集約化に伴い効率的かつ計画的な森林整備が進む

ことでバイオマス材の安定供給につながることを期待してい

る。 

⚫ 運送効率化や若手人材が定着可能な労働環境醸成の為に、林

道・土場の整備を期待している。 

⚫ 登記関連費用への公的支援に関して、新たな制度ができる度

に、その制度に遅れて対応した方が有利となるような制度設計

が繰り返されてきたが、一定の取組推進にはそのような制度の

運用とならざるをえないと考えている。 

⚫ 今回の集約化モデル事業により集約化はかなり進行した為、今

後森林整備につなげていくことを重要視している。 

次年度以降の

計画（令和７

年度補正 森

林の集積・集

約化事業）に

ついて 

⚫ R７年度補正予算を活用して R８年度は実行予定であるが、R９

年度以降の費用負担に関しては今後検討していく。 

⚫ 集約化構想策定にあたっては、小面積で試行した上で規模を拡

大していく方向で進めていきたい。 

⚫ 集約化における所有者不明土地は課題である為、集約化構想を

立てることで活用可能な所有者不明森林の特例制度に期待して

いる。 
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(4) 協議会の様子 

 

写真 4-5：第３回地域協議会 協議の様子 

 

写真 4-6：第３回地域協議会 協議の様子 
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第３回地域協議会 資料 1「次第・資料一覧・出席者一覧」（掲載省略） 

 

第３回地域協議会 資料２-1「令和７年度モデル事業における取組成果」 
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第３回地域協議会 資料２-2「集約化事業 実施前後対比図面」 
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第３回地域協議会 資料 3「集約化の各プロセスにおける実務課題の抽出について」 
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第３回地域協議会 資料 4「所有者不明森林等の実態調査について」 

  

  

  

  



   

 

 57  

 

  

 

 

第３回地域協議会 資料 5-1 「 「森林の集約化モデル地域実証事業」報告書【草案】 概要」 
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第３回地域協議会 資料 5-2 「 「森林の集約化モデル地域実証事業」報告書【草案】 (抜粋)」 
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第３回地域協議会 資料６「令和７年度補正 森林集積・集約化事業について」 
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5  筑前町の森林の経営管理の集約化に向けた将来像の策定 

5.1 筑前町の森林の経営管理の集約化における現状 

 福岡県朝倉郡筑前町は、筑紫平野北部に位置する田園地帯であり、古くから米・麦・大豆

などを中心とした農業が盛んな地域である。平成 17 年 3 月 22 日に旧夜須町と旧三輪町が

合併して誕生し、令和８年１月末時点の人口は 31,003 人、世帯数は 13,029 世帯である。気

候は有明海に面した西九州内陸型で、年間平均気温 16.0℃、年間降雨量 2,069mm と比較的

温暖かつ降雨量が多い。昼間は高温、夜間は冷え込む特徴がある。地形は筑紫山塊の三郡山

系に連なる夜須高原が北部に広がり、南部は平野が広がる宝満川流域となっている。地質は

北部が花崗岩、南部は砂・礫・泥の堆積岩で、表層土は真砂土が多い。 

筑前町の総土地面積は 6,710ha であり、森林面積は 2,236ha（森林率 33％）、民有林は

2,089ha、うち人工林は 1,403ha （人工林率 67％）を占める。森林は、里山から林業生産活

動が積極的に行われるべき人工林、大径広葉樹が林立する天然林まで多様な林分構成とな

っている。砥上・目配地域を中心に 571ha が保安林 （水源養・・土砂流出防備）に指定され

ていることに加え、町内の森林は 「筑前町自然環境保全条例」の自然環境保全地域に指定さ

れている。筑前町自然環境保全条例は、開発事業・活動による自然環境の破壊を防止するこ

とを目的に、事業者が自然環境保全地域で開発事業を行う際に、町との協議を行わせるもの

である。 

 

 

図 5-1：筑前町の土地・森林面積 

※筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より抜粋 
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図 5-2：筑前町のスギ・ヒノキ林の齢級構成 

※筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より抜粋 

 

人工林 （スギ・ヒノキ）は、約 85%が 50 年生以上であり、全国平均よりも高齢級化が進

んでいる状態である。一方、搬出間伐や主伐による森林資源の有効利用は少なく、適切な森

林整備および森林資源の循環利用が課題である。さらに、町の森林管理においては、道路沿

いの森林において町外の事業者による乱伐や再造林放棄、不適切な転売・開発も問題となっ

ている。令和 4 年度の林業振興プランナー契約以後、様々な施策により、目配区域を中心に

森林の集約化と森林整備を加速させているが、今後、森林所有者の世代交代・不在村化等の

進行により、これらの課題・問題が深刻化することが懸念されている。なお、筑前町におい

ては、地籍調査が 100%完了している他、森林基本図とも現況が一致していることから、境

界明確化に関する課題は存在しない。 

 

筑前町では森林環境譲与税を活用し、令和２年度及び令和４年度から６年度に森林経営

管理制度に基づく経営管理意向調査を実施し、令和６年度までに町内全域で調査を完了し

ている。令和７年度には 「意向調査結果の整理分析業務」を実施し、過去の調査実施データ

を分析し、意向調査の精度検証及び追加調査の必要性の有無、優先順位付けを整理した。 

特に、意向調査は、林地台帳データ（地番単位）を基準に実施・集計が行われているが、林

地台帳には、5 条森林外の林地も含んでいること、地番に対して複数の林小班が存在してお

り、結果として人工林以外の意向や面積が集計されている状況であった。そのため、筑前町

市町村森林整備計画における森林面積と森林簿が同値であることを確認し、意向調査結果

を最新版（2023 年時点）森林簿に紐づけし、再集計することで、より詳細な意向調査デー

タとして活用できるようにデータを整備している。 

４か年の意向調査は 1,186 名の森林所有者を対象に意向調査票を発送し、うち 897 名か

ら回答があった（回答率 76%）。意向調査票の質問内容・選択肢は、次表のとおりである。 



   

 

 64  

 

表 5-1：意向調査票の質問内容・選択肢 

 問１ 所有状況について 

１ 全部所有している 

２ 別の者が所有している 

３ 一部所有している 

４ わからない 

５ 無回答 

 

 問２ 管理方法について 

１ 自分もしくは家族で管理している 

２ 他の人に委託している 

３ 特に管理していない 

４ 場所がわからない 

５ その他 

６ 無回答 

※附属質問として「管理、整備状況」「委託状況」 

 

 問３ 今後の管理や整備について 

１ 自分で管理や整備をしていきたい 

２ 既に管理を委託している 

３ 委託先があれば管理や整備をしたい 

４ 売却や譲渡先があれば検討したい 

５ その他 

６ 無回答 

※附属質問として「今後の意向（自分で管理や整備をしていきたい）」 

 

 問４ 意向調査結果の情報提供について 

１ 同意する 

２ 同意するが、提供先と情報を教えてほしい 

３ 同意しない 

４ 無回答 

 

※筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より作成 

モデル的に実施した令和２年度調査を除く、令和４～６年度調査の質問内容 
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令和７年度に実施された意向調査整理分析業務では、質問内容が統一されている令和４

～６年度調査結果と森林簿データを突合し、統一的な集計 ・森林整備や集約化の優先順位付

け・GIS による可視化を行っている。 

令和４～６年度調査結果の森林簿面積による集計結果を、次のとおり示す。 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より抜粋） 
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 調査結果と森林簿データを活用した優先順位付けは、次の通り行った。 

① 樹種を「スギ・ヒノキ」に限定した筆単位の調査結果・森林簿データを用意 

② 優先順位付けの目的ごとに条件を設定し、得点表を参照、各項目の点数を筆ごとに集計

する 

■ 例：宛先不明地における林地として重要な筆 

 ・返送状況が「宛先不明」の筆を選択 

 ・得点表が 30 点以上の筆を抽出（、段の森林簿データの項目のみ評価） 
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表 5-2：優先順位付けに関する得点表 

 
 

 

 意向調査結果の GIS による可視化の成果を、地図として回答状況・質問ごとに示す。 
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図 5-3：意向調査結果図面「回答状況」 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より） 
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図 5-4：意向調査結果図面「問１ 所有状況について」 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より） 
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図 5-5：意向調査結果図面「問２ 管理方法について」 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より） 
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図 5-6：意向調査結果図面「問３ 今後の管理や整備について」 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より） 
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図 5-7：意向調査結果図面「問４ 意向調査結果の情報提供について」 

（筑前町「森林経営管理制度意向調査業務に係る整理・分析業務 業務報告書」より） 
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5.2 筑前町の森林の経営管理の集約化に向けた将来像の策定 

5.2.1 集約化対象森林区域の概況 

集約化対象森林区域は、道路沿いの優先森林及び櫛木・三箇山区域を中心とした 120ha の

区域とする。櫛木・三箇山区域は森林面積 787ha、うち経済林（林業適地として資源の循環

利用が期待できる森林）は 339ha である。櫛木・三箇山区域は町内で最も森林面積が大き

い区域であることに加え、林業経営体への経営委託が進んでいる目配区域と隣接しており、

一体的な集約化が期待できる。（森林経営計画認定面積は、目配区域を中心に約 250ha） 

 

 

図 5-8：筑前町 地区別森林面積（櫛木・三箇山区域） 

※筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より抜粋 
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図 5-9：集約化対象森林区域（櫛木・三箇山区域）地図 

※意向調査結果は再集計前の地番単位のもの 
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5.2.2 集約化対象森林区域における経営管理の方針 

 集約化対象森林区域における経営管理の方針を、集約化手法の面から整理する。効果的な

集約化推進にあたっては、集約化主体（林業経営体）のインセンティブを持たせることと、

森林所有者のニーズに対応することの両面が重要である。集約化手法ごとにインセンティ

ブ（経営・収益に関する権限、集約化のしやすさ）とニーズへの対応の程度が異なるため、

次の３つの手法を検討し、筑前町における経営管理の方針を選定する。 

 

 

図 5-10：集約化手法ごとの林業経営体のメリット・デメリット 

※第２回地域協議会資料より抜粋 

 

① 「経営委託」は、委託による森林経営計画策定および森林経営管理制度における経営

管理実施権があたる。経営委託は法・制度が整備されており、林業経営体の実務上推

進しやすい。一方、個々の森林計画ごとに森林所有者の同意が必要であり、同意取得

（場合によっては計画変更）の必要があり、林業経営体にとっての経営の権限・自由

度は低い。また、伐採による収益は森林所有者に還元され、林業経営体は実行経費の

みを受け取る形となり、林業経営体にとってのメリットは限られる。他方、森林所有

者は土地を引き続き所有し、また経営に関する権限も残るため、経営委託を希望する

意向も多い。 

② 「森林信託」は、不動産等で一般的な信託契約による管理・運用権限の委譲があたる。

信託の受託者は財産（森林）の管理・運用・処分をする権限が設定され、森林所有者

は財産から生じる利益を受け取る権利が設定される。林業経営体にとって、個々の森
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林計画への森林所有者の同意は不要で、経営の権限 ・自由度は高い。また、収益は森

林所有者に受益権・配当の形で分配されるが、信託契約の内容によっては収益性を高

めることができる。しかし、国内ではまだ森林信託の普及は進んでおらず、成立した

事例も少ないため、実務上の課題が多いことが懸念される。 

③ 「所有権移転」は、森林所有者が土地としての森林を林業経営体に売却し、所有権移

転を行うことがあたる。移転後の対象森林は林業経営体の所有となり、自己の財産と

して制限がなく経営を行うことができ、収益の分配も不要となる。森林所有者に森林

資産の買取費用を支払う必要はあるが、集約化のインセンティブは最も高い。森林所

有者には土地（森林）に関する権限は残らないが、土地管理コスト・固定資産税等を

負担に感じて、土地を手放したいと考える者も一定数存在する。一方、不動産売買・

登記に関する手続き対応が必要で、実務上の課題が発生することが想定される。 

 筑前町における意向調査結果では、「委託をしたい」という回答が約 30%、「売却を検討」

という回答が同じく約 30%という回答状況である。土地を所有しておきたい（経営委託・

森林信託）と考える者と、土地を手放したい（所有権移転）と考える者とが、同程度存在し

ている。また、森林所有者への詳細な説明・交渉により、意向調査の結果から意向が変わる

可能性（委託したい→売却を検討、等）も想定される。そのため、いずれの森林所有者のニ

ーズにも対応できる集約化を実施していく必要がある。 

 これらを踏まえ、モデル事業では「経営委託」「所有権移転」を併用した集約化・経営管

理を行う。「経営委託」は森林信託に比べ林業経営体の権限が小さいが、法・制度の整備に

より実務上推進しやすいこと、加えて筑前町においても林業経営体による経営委託の実績が

あることから、 「土地を所有しておきたい」というニーズに応える手法として採用する。「所

有権移転」は林業経営体による経営・収益分配の権限・自由度が高く、 「土地を手放したい」

というニーズに応える手法として採用する。また、登記も移転・集約されるため、相続によ

る所有の分散や所有者不明土地の拡大への対策としても期待される。なお、所有権移転に関

する実務上の課題は、行政関係者および不動産業実務者（司法書士・行政書士）を擁する地

域協議会と連携し、解決を目指す。 

モデル事業では「経営委託」「所有権移転」の手法により、林業経営体への経営・土地の

集約化を推進し、計画的な森林施業および収益性のある林業経営を行うことを、経営管理の

方針とする。 

 

5.2.3 「筑前町森林づくりビジョン」との関係 

 筑前町では、「緑あふれる 豊かで便利な、とかいなか」実現に向け 筑前町循環型森林経

営を推進するため、令和 5 年 3 月に 「筑前町森林づくりビジョン」 を町の方針として策定

した。「筑前町森林づくりビジョン」検討時に筑前町で顕在化していた森林の問題には、主
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に荒廃（過密）人工林の問題と森林施業の課題があり、これらに対して町の対応方針を示し

た。 

 まず、荒廃（過密）人工林の問題については、、刈りや間伐など、収穫までの間に継続的

な管理が必要であるが、近年は手入れ不足の人工林が増加していることが挙げられる。天然

林とは異なり人工林が木材収穫を目的として苗を植えて管理されてきたものであり、林内の

植生が極端に乏しく、地表がむき出しになっている場所が多い。その結果、水源かん・や土

砂流出防止といった森林の公益的機能が著しく低、している。特に真砂土といった特殊な

土壌では、このまま放置すれば豪雨災害などへの対応が難しくなる恐れがある。 

 次に、森林施業の課題としては、森林所有者の世代交代や不在村化が進行し、所有者の特

定や境界確認が困難な森林が増えていることが挙げられる。複数の所有者の森林をまとめて

施業する際には、多大な労力が必要となり、現状では特定の所有者に限った小面積での施業

が中心となっており、生産性も低い。さらに現在、人工林（スギ・ヒノキ）の多くが伐期を

迎えているが、約 40 年前から森林整備が停滞している。修復や保全が必要な人工林の範囲

や面積も明確になっておらず、放置竹林の拡大や、気候変動に伴う大雨による山地災害への

対策も課題となっている。経営計画の策定率も低迷しており、計画的な森林整備が進んでい

ない状況であった。 

 こうした状況を受けて、令和 3 年度より優先的に整備すべき森林を「経済林」と「環境

林」に区分けして選別し、整備対象を抽出したうえで 「筑前町森林づくりビジョン」の策定

を行った。さらに、筑前町では森林所有者への意向調査、説明会の実施などを行っており、

令和 4 年度より町有林を中心にしてモデル的な森林整備事業を実施し、同意を得た森林の

集約化を始めている(令和 6 年度末時点で森林経営計画面積は約 250ha)。令和 7 年度からは

モデル事業により森林の集約化取組を継続し 「面的な、まとまりを優先した施業への転換」

を図るため、さらなる集約化を推進している。 
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図 5-11：森林・林業の課題と対応策について 

※筑前町「筑前町森林づくりビジョン」より抜粋 

 

5.2.4 集約化に関する目標と目標を達成するための方法 

 集約化に関する目標の前提として、筑前町における集約化の状況を整理する。 

 （図 5-12：本モデル事業における区分、表 5-３：区分ごとの森林面積 参照） 

Ⅰ．区域面積 

筑前町における地域森林計画対象民有林 （５条森林）は 2,017ha であり、これを「区域面

積」と称する。 

 Ⅱ．対象面積 

  「区域面積」のうち、集約化の対象とならない町有林・県営林等を除く面積を「対象面積」

と称する。筑前町全体の対象面積は 1,882ha である。 

 Ⅲ．本事業面積 

「対象面積」のうち、経営委託など既に集約化が実施されている森林を除く面積を「本事

業面積」と称する。「本事業面積」は集約化未実施の森林であり、モデル事業における「集

約化対象森林区域」となる。筑前町全体の本事業面積は 1,698ha、櫛木・三箇山区域では

668ha である。 
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 Ⅳ．移転優先面積 

  「本事業面積」のうち、特に乱伐・開発・転売リスクの高い林道沿いの森林を「移転優先

面積」に指定する。 

 モデル事業における集約化目標面積は、道路沿いの優先森林及び櫛木・三箇山区域を中心

とした集約化対象森林区域 120ha とする。 「5.2.2. 集約化対象森林区域における経営管理の

方針」での整理の通り、対象森林の所有者の意向も踏まえ、林業経営体による 「経営委託」

「所有権移転」での集約化を実施していく。 

 

 

図 5-12：本モデル事業における区分 

  

集約化目標面積 120ha 
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表 5-3：区分ごとの森林面積 

区分 面積（ha） 櫛木・三箇山 

区域（ha） 

モデル実証地域（筑前町全域） 2,236 － 

 Ⅰ．区域面積（５条森林） 2,017 787 

  Ⅱ．対象面積（私有林等） 1,882 710 

   Ⅲ．本事業面積（集約化未実施森林） 1,698 668 

    Ⅳ．移転優先面積 197 124 

     集約化目標面積 120 － 

 

集約化取組は 10 か年を目途とした長期計画として継続し、10 年目（令和 16 年度）に筑

前町における経済林約 1,000ha のうち 90%（約 900ha）が森林経営管理の集約化が達成さ

れることを目標とする。２～４年目ではモデル事業の成果を踏まえ、櫛木・三箇山区域以外

にも集約化取組を展開し、５年目までに筑前町経済林面積の 50%（約 600ha）の集約化を

中間目標とする。６年目以降は、集約化の難易度が高い森林（多数共有林、超小規模分散地、

所有者不明地等）も対象とし、10 年目の目標に向けて、集約化取組を継続していく。 

 

図 5-13：モデル事業における集約化目標 
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6 地域協議会における集約化の実行プロセスおよび実務課題の抽出 

6.1 集約化の実行プロセス 

本章では、全国的にもまだ取組事例が少ない「所有権移転型の集約化」の実行プロセス

について整理し、他地域の取組への参考情報を示すことを目的とする。所有権移転型の集

約化は、協議会会長を担う林業経営体 「メジャーフォレストリー㈱」が中心となり、筑前

町および協議会に所属する司法書士と連携して、実施する。 

 

集約化の実行プロセスは大まかに、記の 7 つに類型できる。 

所有権移転プロセス 概要 

① 購入候補地の探索 意向調査結果より候補地を選定 

② 森林所有者の特定 意向調査より森林所有者を特定、訪問 

③ 調査・交渉 対象森林の現況調査・森林所有者との交渉・ 

同意取得・公拡法に基づく事前届出、等 

④ 登記簿の変更（必要な場合） 登記簿上の森林所有者について、現況を反映 

⑤ 売買契約締結・所有権移転書類

確認及び捺印 

森林所有者との売買契約締結・所有権移転書類

の確認及び捺印 

⑥ 売買金の支払・所有権移転登記

申請 

森林所有者への売買金の支払・所有権移転登記

申請の提出 

⑦ 森林取得・土地売買の届出 森林法に基づく森林取得の届出 

国土利用計画法に基づく土地売買等届出 

 

また、上記のうち「3. 調査・交渉」はさらに、記の 6 つのプロセスに類型できる。 

調査・交渉プロセス 概要 

1. 境界の精緻なデータ取得 地籍図等の資料を取得 

2. 航空写真による森林現況の確認 航空写真等により森林現況（資源量）を確認 

3. 現地踏査による森林現況の確認 現地踏査により森林現況（資源量）を確認 

4. 森林資産評価の実施 樹種・推定材積等より森林資産を評価 

5. 森林所有者との交渉 森林現況・資産評価結果を説明し、交渉 

6. 同意取得・公拡法の届出 
森林所有者より売買の同意を取得 

公拡法に基づく事前届出 
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図 6-1：集約化（所有権移転）プロセス 
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筑前町森林づくり推進協議会が作成した、所有権移転における業務フロー図を示す。業

務フローでは、筑前町・森林所有者・集約化実施主体（メジャーフォレストリー㈱）・司

法書士の各段階での対応事項がまとめられている。 

 

図 6-2：所有権移転における業務フロー図 
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6.2 集約化の実行スケジュール 

 モデル事業における集約化取組の実行スケジュールを整理した。集約化対象森林区域で

ある道路沿いの優先森林及び櫛木・三箇山区域を中心に森林所有者特定～所有者交渉およ

び契約売買～登記・届出を令和７年７月より実施していく。なお、スケジュールでは、櫛木・

三箇山区域以外の森林を「その他町内」と位置付けている。 

 

令和７年度モデル事業 集約化実行スケジュール 

地区 
本事業面積 

(ha) 
事項 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

櫛木 175 

～交渉         

～届出         

三箇山 493 

～交渉         

～届出         

その他 

町内 
1,030 

～交渉         

～届出         

 

 

6.3 集約化の各プロセスにおける取組 

6.3.1 購入候補地の探索 

(1) 取組概要 

町の意向調査の結果をもとに、購入候補地を探索・選定する。意向調査情報は、協議会の

「筑前町・協議会 森林所有者情報等提供規約」及び意向調査時に情報提供可否を確認して

いることから、集約化主体の林業経営体に提供することが可能であるが、個人情報保護等の

観点より、該当する森林所有者へ、再度役場側から連絡し同意を得た後に、個人情報につい

て提供する手順とした。集約化対象森林区域の中で、意向調査において、所有権移転を希望

される方の森林を抽出し、搬出路網の開設可否や経済林としての価値を総合的に判断し、集

約化交渉の優先順位付けを実施した。 
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6.3.2 森林所有者の特定 

(1) 取組概要 

意向調査結果より、森林所有者を特定する。意向調査結果には、回答した森林所有者ご

とに連絡先（住所）、所有森林（地番・面積）、経営の意向が含まれている。対象となった

森林所有者には筑前町の担当者が連絡・訪問し、森林づくりビジョンに基づき森林整備方

針について説明、また集約化方法に対する意向を確認する。 

なお、今後森林所有者を特定できないケースに対応するため「6.5 所有者不明森林等の

実態把握」を実施する。 

 

6.3.3 調査・交渉 

(1) 取組概要 

本項では、個別の森林に関する調査・森林所有者との交渉について、記述する。まず、「境

界の精微なデータ取得」「航空写真による森林現況確認」「現地踏査による森林現況の確認」

により、個別の森林の資産評価・所有権移転に必要な情報を収集する。この情報を基に、「森

林資産評価の実施」を行う。最後に、「森林所有者との交渉」として、個別の森林に関する

情報・資産評価（それに基づく見積書）を森林所有者に説明し、「同意取得」する。 

 

◼ 境界の精緻なデータ取得 

(1) 取組概要 

所有権移転においては、森林基本図に加え地籍図 （法務省地図）より、土地境界の精微な

データを取得する。筑前町では地籍調査が調査対象面積の 100%で実施されており、地籍図

による境界確認が有効である。地籍図（法務省地図）は無償で一般に公開されており、モデ

ル事業では GIS 上で操作・森林情報との重ね合わせができる Web サービスを活用した。

（ 「モデル事業 主な使用データ」を参照） 

なお、令和 7 年度時点では、旧三輪町の地籍図のみ一般公開されている。 

 

◼ 航空写真による森林現況確認 

(1) 取組概要 

航空写真により、森林現況を確認する。航空写真は国土地理院「地理院地図」や Google 

Earth など一般に公開されているものを利用する。航空写真を判読することで、現況森林

であることの確認、大まかな樹種構成・林分密度・樹幹サイズ等、資源量に関する情報を

得られる。また、路網線形設計支援ソフトを活用し、対象森林の路網開設有無を把握する。
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その他整備情報による事前確認として、森林簿より保安林指定の有無・過去の災害履歴を

把握する。 

航空写真が不鮮明で十分な情報を得られない場合は、ドローンを用いて上空写真や点群

データを取得し、それらにより必要な森林情報を把握する。 

なお、筑前町は町内全域を対象とし航空レーザ測量を令和７年度に福岡県が実施してお

り、令和８年度以降、解析データを基とした精緻な森林資源情報等の活用を計画している。 

 

 

図 6-3：路網線形設計支援ソフト（AssistZ）の活用イメージ 
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写真 6-1：航空写真による森林現況確認作業 

 

◼ 現地踏査による森林現況の確認 

(1) 取組概要 

詳細な森林情報を得るため、現地踏査による森林現況の確認を行う。現地踏査ではまず、

GNSS 測量機器により森林の位置座標・境界を記録・確認する。そして、林況としてデジタ

ル樹高計による樹高測定や胸高直径・立木密度の測定により、森林資源に関する基礎情報を

確認する。併せて、施業に関する条件として既存搬出路の有無、新設作業道の開設可否、施

業履歴と現況の確認、資源の将来性、構造物の有無などを確認する。また、携帯カメラによ

る画像・動画を撮影し、森林情報の記録に加えて、森林所有者への所有森林の状況の説明に

も用いる。 
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写真 6-2：【現地踏査】GNSS 測量機器（ARUQ）による位置・境界の確認 

 
写真 6-3： 【現地踏査】立木密度の測定 
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写真 6-4：【現地踏査】デジタル樹高計（Vertex5）による樹高測定 

 

写真 6-5：【現地踏査】胸高直径の測定 
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写真 6-6：【現地踏査】携帯カメラ（DJI OsmoPocket3）による画像・動画撮影 
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◼ 森林資産評価の実施 

(1) 取組概要 

航空写真および現地踏査によって得られた森林情報より、森林を資産の面から評価する。

評価では、木材としての森林資源および施業条件が重要であり、それらの条件を設定・分類

方法を定めた 「森林資産評価フロー」により、購入区分を決定する。購入区分ごとに購入予

定価格が設定されており、それに基づき森林資産評価を決定する。 

 

 

図 6-4：森林資産評価フロー 

 

購入区分「伐期 A」「伐期 B」については、それぞれ立木の詳細な評価を加え、評価の順

に「A+」「A」「B+」「B」の４段階に区分する。評価区分ごとに、林齢の評価額を決定する

「森林資産評価テーブル」を参照し、森林資産評価を決定する。 

 

表 6-1：購入区分（伐期 A+～B）と森林資産評価 

購入区分 作業道の有無 立木評価 森林資産評価（相対順位） 

伐期 A+ 〇 〇 １ 

伐期 A 〇 △ ２ 

伐期 B+ × 〇 ３ 

伐期 B × △ ４ 
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図 6-5：森林資産評価テーブル 

  ※縦軸は評価額（掲載省略）、横軸は林齢 

 

◼ 森林所有者との交渉 

(1) 取組概要 

森林所有者への集約化取組の説明および森林資産評価による森林所有者との交渉を実

施する。「森林所有者への説明資料」のとおり、所有権移転の必要事項、所有権移転と経

営委託の比較、森林購入の評価方法について、説明する。併せて、所有森林買取の見積書

を提示する。森林所有者が個人の場合は、それぞれに連絡・アポイント取りを行い、所有

者の元に往訪して行う。また、認可地縁団体の共有により森林を所有している場合は、説

明会の形で複数人を対象に行うこともある。 
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参考資料：森林所有者への説明資料 
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◼ 同意取得・公拡法の届出 

(1) 取組概要 

交渉において森林所有者より所有権移転の同意取得した後、次の事項を確認する。 

  ア 登記情報（登記簿） 

    ・森林簿との差異（所有者名、所有者住所、地目、面積） 

    ・権利設定の有無 

    ・相続未登記の確認（遺産分割協議書の有無、本人以外の権利者の有無） 

    ・住所変更未登記（住所変更回数の確認、本籍確認） 

    ・抵当権（抵当権の現状把握等） 

    ・【共同所有の場合】共有者・登記簿記載外の権利者の有無の確認 

  イ 土地権利書 

    ・地番ごとの紛失有無の確認 

    ・把握している山林以外の権利書の有無の確認 

  ウ 固定資産評価証明書 

    ・５条森林以外の土地の有無の確認 

  エ 振込先口座 

    ・本人名義の確認 

    ・【共同所有の場合】共同口座、認可地縁団体名義口座等の有無の確認 

  オ 身分証 

    ・登記簿住所との一致の確認 

    ・【認可地縁団体の場合】認可地縁団体証明書の代表者との一致の確認 

  カ 【認可地縁団体の場合】認可地縁団体証明書 

    ・登記簿内容と差異が無いか、確認 

  キ 【法人名義の場合】履歴事項全部証明書 

    ・登記簿内容と差異が無いか、確認 

※エ以外の書類は司法書士による確認も実施する。 

併せて、公拡法の届出および固定資産評価証明書取得に関する委任状を、森林所有者より

受領する。 

委任状を受けて、土地の購入にあたって事前に対応が必要な公拡法の届出を行う。公拡

法（公有地の拡大の推進に関する法律）は公有地の拡大を計画的に行うため、条件に該当

する土地を土地所有者が有償で譲渡しようとする場合、地方自治体の長に届け出ることを

定めている。この届け出を、土地所有者から委任される形で購入側事業者が実施する。条

件のひとつが「都市計画区域内の１ha 以上の土地」であり、筑前町全域が都市計画区域に

該当するため、１ha 以上の森林の売買において届出が必要となる。面積の条件に対して

は、複数の地番が地続きの場合は集計し、対象可否を判断する。必要に応じて、町担当者

への相談を行う。届出は譲渡する 30 日前までに行う。 
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6.3.4 登記簿の変更（所有者や権利関係を整理） 

(1) 取組概要 

土地売買契約にあたり、所有者や権利関係の整理をし、事前に登記簿を変更する必要があ

るケースがある。主なケースは、以、のとおりである。 

ア 所有者の住所変更が登記に反映されていない 

イ 登記簿と固定資産評価証明書とで地目が異なる（農地⇔山林、など） 

ウ 相続登記がなされていない 

エ 権利部に抵当権が記載されている 

  

 アについては、本人確認書類 （住所変更の証明資料、住民票の写し等）をもって、住所変 

更登記手続を行う。 

 イについては、現況を確認、現況がわかる図面・資料を用意し、地目変更登記手続きを行 

う。なお、農地の場合は、非農地証明手続き等が別途必要となる。 

ウについては、法定相続人を把握し、遺産分割協議書を作成、法定相続人全員から代表１

名に持分を集約する。法定相続人の全員と契約することも可能だが、費用分配等を考慮する

と現実的ではない。 

エについては、所有者が当該債務の完済（債権者との交渉による抹消も含む）を行ったう

えで、抵当権抹消登記を申請し、その事実を反映させる。なお、債務の完済・抹消が速やか

に行えない場合は、購入の対象外とする。 

 

6.3.5 売買契約締結・所有権移転書類確認及び捺印 

(1) 取組概要 

森林所有者の同意取得を得て、売買契約の締結を実施する。同時に、購入者が新たな所有

者となるよう、所有権移転に必要な書類を揃え、捺印を行う。 

ア 売買契約書 

イ 登記識別情報または登記済証 

ウ 直近の固定資産評価証明書 

（当該森林が保安林に指定されている場合は、評価額記載依頼により発行される） 

 エ 暴力団排除条項に関する誓約書 

 オ 登記変更完了済書の返送先（連絡先） 

 カ 本人名義の振込先口座の写し 

 キ 印鑑証明書 

 ク 実印 

 ケ 本人確認書類 

 コ （法人の場合）履歴事項全部証明書 
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 サ （地縁団体の場合）認可地縁団体証明書 

 シ 登記申請書 

 ス 登記原因証明情報 

 セ 司法書士への委任状 

 

 なお、上記については、司法書士が立ち会い、対面方式での本人確認、登記変更書類への

捺印、必要書面・内容の確認を行う。 

 

6.3.6 売買金の支払・所有権移転登記申請 

(1) 取組概要 －個人の森林所有者のケース 

土地売買契約により、購入者が新たな所有者となるよう、所有権移転の登記申請を提出す

る。買主側は、移転登記申請が可能と判断した段階で、売買金の支払いを実施する。司法書

士は、売主側の入金確認後に法務局へ申請する。 

 また、所有権移転登記では登録免許税の納付が必要となる。登録免許税は、不動産の価額

1,000 分の 20 （2%、令和 8 年 3 月 31 日までは 1.5%）の金額となる。重ねて、不動産取得

税について約半年後に納付書が届く。不動産取得税は、購入価格（実勢価格）ではなく、市

町村の固定資産税評価額が課税標準となり、土地・住宅: 3% （令和 9 年 3 月 31 日までの特

例）の金額となる。 

 

事例 個人森林所有者との所有権移転 

日時 2025 年 10 月 28 日(火)  

場所 メジャーフォレストリー事務所 

参加者 

森林所有者：個人所有者 

メジャーフォレストリー；佐藤氏 

梶原司法書士・行政書士事務所：梶原氏 

概要 個人で●筆を所有する森林所有者と移転登記の必要書類を確認した。 
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写真 6-7：移転登記の必要書類の確認 

 

(2) 取組概要 －認可地縁団体のケース 

前述の個人所有者のケースと同様に、所有権移転登記の申請は、必要書類を揃え、司法書

士に依頼し、法務局へ申請する。 

 

事例 ○○区（認可地縁団体）との所有権移転 

日時 2025 年 7 月 15 日(火) 15:00～16:00 

場所 ○○区公民館 

参加者 

○○区：区長、副区長 

メジャーフォレストリー㈱：佐藤氏 

梶原司法書士・行政書士事務所：梶原氏 

概要 

○○地区では区が共有林地として●筆所有していたため、地区説明会

を実施し、区民の同意を得た後に、区長および副区長の 2 名立会の元、

移転登記の必要書類を確認した。なお、当該区では、登記簿が筆ごとに

一元管理されていたため、その整理に必要な工数が少ないものであっ

た。 
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写真 6-8：移転登記の必要書類の確認 

 

 

6.3.7 森林取得・土地売買の届出 

(1) 取組概要 

「国土利用計画法」に基づく「土地取引の届出書」を筑前町経由で福岡県に提出する。対

象となる土地取引は、都市計画区域（筑前町全域）に所在する 0.5ha 以上の土地である。な

お、届出期間は売買契約締結日から２週間以内である。 

国土利用計画法の対象外である 0.5ha 以、の土地については、「森林法第十条の七の二」

に基づく「森林の土地の所有者届出制度」の対応として、「森林の土地の所有者届出書」を

筑前町に提出する。なお、届出期間は、土地の所有者となった日から 90 日以内である。届

出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地

の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載する。 

国土利用計画法の対象範囲や面積については、各自治体で異なるので注意が必要である。 
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6.4 集約化の各プロセスにおける実務課題の抽出 

 本モデル事業において、筑前町の森林の集約化を実施したが、各プロセスにおける実務課

題が生じたため、その抽出、整理を行った。 

 

 各プロセスで課題が生じた森林の多くは、モデル事業の中で対応方法を検討し、課題につ

いての対応策を打ち立てることで所有権移転を実現することができた。しかし一部の森林

については、生じた課題により所有権移転が実現できなかった。本モデル事業で見出された

課題は、筑前町役場や司法書士等との協力により対応できたものも多いが、法律や各種制度

の運用の見直しがなければ、林業経営体において集約化を推進する上で大きな障壁となり

うるものも多かった。課題整理にあたっては、モデル事業で実施した対応策を記載するとと

もに、法律・制度の見直しが必要な課題については、必要と考えられる対応を合わせて整理

した。 

 

 

 

図 6-6：所有権移転プロセスの課題一覧 
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6.4.1 集約化の各プロセスにおける課題とモデル事業における対応策 

 

以、では、各プロセスにおいて整理した課題についてとりまとめた内容を記載する 

 

(1) 課題 プロセス１－① 意向調査・林地台帳データの整合性 

 

 

(2) 課題 プロセス１－② 国有林隣接地 
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(3) 課題 プロセス１－③ 地籍調査成果の公表 

 

 

 

(4) 課題 プロセス２－① 共有者の対応 
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(5) 課題 プロセス２－② 町外所有者 

 

 

 

 

図 6-7：本人確認のプロセス 
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(6) 課題 プロセス３－① 公拡法に基づく届け出 
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(7) 課題 プロセス３－② 本人の意思確認ができない（要介護の方など） 

 

 

 

(8) 課題 プロセス３－③ 町外森林の抱き合わせ購入 
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(9) 課題 プロセス３－④ 5 条森林以外の森林 

 

 

 

(10) 課題 プロセス４－① 登記簿情報が最新ではないため、更新が必要 
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(11) 課題 プロセス４－② 権利書を紛失している場合への対応方法 

 

 

 

(12) 課題 プロセス４－③ 登記簿に抵当権が残っている（個人間） 
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(13) 課題 プロセス６－① 保安林の登録免許税の確認 
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(14) 課題 プロセス７－① 国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出 

 

 

 

(15) 課題 プロセス７－② 森林経営計画における義務的変更の申請 
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6.4.2 民間事業体による森林集約化推進の実績と課題 

 

 本モデル事業では、森林集約化を行い所有権移転 93.6ha と森林経営委託 51.8ha、合計

145.3ha の実績を達成した。これに加え、森林集約化に要した主要な費用実績も整理した。

集約化に係る各種費用のうち、登記関連費用については名義の最新化のための費用は、本来

森林所有者側が負担すべきものであると考えられることから、費用を 「森林所有者負担」の

ものと「林業事業体負担」のものとに分けて整理した。本モデル事業での実績より、145.3ha

（委託・所有権移転含む）の集約化に要した主要な費用総額、及び取引 1 件当たりのコスト

を整理した内容が、図となる。 

 

図 6-8： 【実績①】モデル事業における所有権移転による集約化工数実績 

 

 森林所有者の登記費用負担は、今回のモデル事業の集約化の取組を、継続して筑前町で実

行していく際、また他地域で同様な取組を推進する際に大きな課題になると考えられた。よ

り具体的な例で確認したものが次図となる。 

登記関連費用のうち、森林所有者負担の金額は、案件ごとに大きくことなることが見出さ

れた。登記名義が最新でない場合には、共有者が多いことや、権利者が遠方に居住している

こと、要介護等で本人の意思確認が困難であること、権利者の住所変更が必要であることな

どの複数の要因により、登記名義の更新処理に費用及び時間を要する。また、これらの登記

関連費用が、森林売却価格の 64%程度を占めてしまうような例も確認された。 
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図 6-9：【実績②】森林所有者の山林売却価格と関連費用の比率 

 

◼ 登記関連費用の費用負担先についての課題 

本モデル事業においては、所有権移転に伴うコストは事業費として計上できたため、森林

所有者や林業事業体の金銭的負担は小さく抑えられたものの、モデル事業の取組を他地域

に展開する上では、この所有権移転コストの負担先をどうすべきかの検討が必要と考えられ

る。 

特に登記関連費用は、適切に登記を行っていた森林所有者では少額しか掛からないため、

登記を怠ってきた所有者にのみ、公金によって登記関連費用を負担してしまうことが適切か

どうかは慎重に検討することが必要である。ただし、費用負担がない場合には集約化が進ま

ない事例が頻出すると予想される。 

 

◼ 小規模森林の集約化コストの軽減についての課題 

 本モデル事業では、森林の集約化においては 「取引件数や筆数が増えるほど、登記関連費

用を含めた所有者交渉、契約手続き等の所有権移転コストが増大する」ことが確認できた。

一方、1 件当たりの面積規模は、所有権移転コスト増大への影響は小さいと考えられた。 

 このことから、例えば同じ 100ha を所有権移転によって集約化する場合、1ha×100 件と

5ha×20 件では、後者の方が所有権移転コストは低くなるため、林業事業者は小面積の集約

化はコストが高すぎて見合わず、より大きな面積の案件での集約化にインセンティブが働く

ことになる。しかし、社会的な集約化の必要性は、小規模森林の方がより重要性が高いと考

えられることから、小面積森林の集約化に係る所有権移転コストの助成等を行うことで、民

間の林業事業体の集約化へのインセンティブを高める施策が必要になると考えられる。次

図にてその比較イメージを示す。 
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図 6-10： 【課題①】山林購入に係る所有権移転コストの軽減 

 

 また、登記関連費用や所有者交渉等の所有権移転コストは「取引件数や筆数に応じて増大」

するため、小面積の集約化では、森林の資産評価額に対する所有権移転コストの比率が高く

なってしまう。この比較イメージを次図で示す。 

 林業事業体としては、集約化によって林業経営を安定させることができるメリットはある

ものの、例えば 0.05ha/件のような極めて小さい面積の森林集約化を図ろうとした場合には、

10ha で 500 万円の森林資産評価額に対し、所有権移転コストは 2,000 万円程度（400%）に

なると想定される。林業事業体としては、ある程度の規模の大きな森林であれば、森林資産

の評価額に対して所有権移転コストが小さいため、一定のコストを受容しつつ集約化を推

進することは可能である。一方で、1 件あたりの面積が小さい森林の集約化になるほど、所

有権移転コストが増大し、森林資産評価額に対する所有権移転コストの比率が高まり、面積

があまりに小さい場合は、森林資産評価額よりも所有権移転コストの方が高くなってしま

う。このような状況では小面積の集約化（所有権移転）を行うことは民間では不可能である。 

今後、所有権移転による集約化を推進していくのであれば、補助金等、何らかの制度・政

策的インセンティブがなければ、民間で集約化を推進することには限界があると考えられ

る。 
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図 6-11： 【課題②】山林購入の民間負担での推進の限界 

 

 

6.4.3 集約化において見出された制度改正が期待される事項 

 

本モデル事業においては、林業経営体が集約化を推進していく際、障壁となってしまう法

律・諸制度等が存在することが確認された。これらの法律・諸制度等は今後改正されていく

ことが期待されるが、森林経営管理制度は令和 8 年度に改正され、その中で 「集約化構想」

等の新たな施策が展開されることにより、本年度のモデル事業中に見出された制度上の課

題の一部は、令和８年度以降、改善されることが期待される。 

今回、モデル事業の推進の中で確認された法律・諸制度等の課題について、令和８年度の

森林経営管理制度の改正に伴い改善される可能性があるものとそうでないものも整理し、

次図のようにとりまとめた。 

令和 8 年度以降の森林経営管理制度の改正に伴い、改善される内容もあるが、多くの課

題については引き続き、関連する法・制度の改正について働きかけていくことが必要になる。 
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6.5 所有者不明森林等の実態把握 

 筑前町の意向調査においては、未回答及び宛先不明とされた土地が約 1000 筆確認された。

このため、令和７年度補正（令和８年度）の実証事業においては、森林経営管理法の 「所有

者不明森林等の特例措置」を適用し、所有者不明森林を含む範囲における集約化構想の策定

を実現することを想定している。 

 

(1) 次年度に想定する所有者不明森林探索の特例措置の活用 

 所有者不明森林の特例制度は、次年度の制度改正を踏まえると、メジャーフォレストリー

が「経理管理支援法人」となって、筑前町と共に対象地域選定、協議の実施、集約化構想の

策定を行い、「構想適合事業者」として実際の経理管理実施権の設定、所有権移転の同意取

得について実行することが想定される。 

 

 

図 6-13：森林経営管理法改正後の所有者不明森林の特例制度手続きの概要 

 

(2) 不明所有者探索のフロー検討 

今年度は、次年度の所有者不明森林の特例に向けて、不明所有者の探索プロセスにつ

いてあらかじめ整理を行うこととした。林野庁がとりまとめる「所有者不明森林等のガ

イドライン」に沿って、所有者探索を行うことを想定していたが、実務上ガイドライン

通りでは所有者の探索が十分ではなく、そのまま所有者不明特例措置に進むことに問題
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があることが司法書士より指摘された。具体的には、筑前町役場が所有者を探索すれば

発見できる可能性があるにも関わらず、その措置を怠り所有者不明特例措置を進めてし

まうことで、その後に係争が発生しかねない点が指摘された。そのために考えるべき以

、 2 観点が示された。 

① 【フローの見直しの必要性】 

意向調査結果及び市町村の保有情報で登記簿上の所有者の所在がわからない場合、そ

れをすぐに所有者不明と判断するフローとなっている部分について、実際には周辺住

民への聞き込みや、住所地の訪問で、所有者が特定できるケースが存在するため、フロ

ーを見直す必要がある 

② 【簡易書留等送付の必要性】 

登記簿上の所有者の住所がわからない場合でも、簡易書留等の郵便記録が証明できる

郵便を送り、その住所に郵便が届かなかった事実を記録しておくことが必要である。記

録証明郵便を送らず、単に郵便が返送された事実だけであった場合、万が一、対象土地

で係争が発生した場合に民法上で第三者対抗要件を示すことができない。 

 

図 6-14：ガイドラインにおける不明森林所有者探索フローの課題 

 

 このため、既存のガイドライン通りのフローとするのではなく、実際の不明所有者探索

では、記録証明郵便による再通知と現地への聞き込み調査を加えたフローをもって、筑前

町の所有者探索フローとして運用していくことが適切であると考えられた。 
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図 6-15：筑前町における所有者探索フロー図案 

 

(3) 所有者不明森林の実態把握（令和 7 年度事前調査） 

本モデル事業では、筑前町内において意向調査で返信のない所有者の中から、複数の絞り

込み条件を設定し、集約化の優先順位の高い所有者を 19 名抽出した。（次図） 

 

図 6-16：所有者不明森林等の実態把握（R7 年度） 
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 今年度は、意向調査で宛先不明となっていた不明所有者のうち、優先度の高い 19 名に絞

り込み、簡易書留郵便を改めて発送した。この結果、「回答あり」「郵便局での保管期限切れ

（再配達伝票が処理されず期限切れ）」 「配達済み、返答なし」「宛先不明」の 4 パターンに

分類された。それぞれに対する令和 8 年度以降のアプローチについては次図の通りとなる。 

 

表 6-2：優先順位の高い 19 名への郵便発送後の対応 
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7 令和 7 年度の事業成果 

7.1 令和 7 年度の取組概要 

【地域関係者による協議】 

◆ 地域関係者による協議として全３回の会合 （地域協議会）を開催し、集約化の目標設定、

林業経営体による集約化取組の進捗、集約化取組における課題などを議論した。 

（「3.2 地域協議会の開催」参照） 

 

【集約化の実証】 

◆ 経営委託型（林業経営体への経営委託）と所有権移転型（林業経営体への土地所有権の

移転）の手法を併用し、経営委託・所有権移転の双方のニーズに応える体制を整備した。 

（「4.2.2 集約化対象森林区域における経営管理の方針」参照） 

◆ 令和７年度は林道沿いの優先地及び櫛木・三箇山区域を中心に、集約化対象森林区域

120ha の経営委託または所有権移転による集約化を目標とした。また、今後 10 か年を

目途に、筑前町全域を対象とした集約化を計画している。 

（「4.2.4 集約化に関する目標と目標を達成するための方法」参照） 

◆ 令和７年度期末時点で、林業経営体による所有権移転 93.6ha （34 名、284 筆）・経営委

託 51.8ha（13 名、156 筆）の合計 145.3ha の集約化を達成した。 

（「6.3 令和７年度期初および期末の集約化状況と取組」参照） 

 

【モデル事業の取りまとめ】 

◆ 全国でまだ事例の少ない所有権移転型の手法について、そのプロセスを詳細に整理し

た。プロセスの実施においては、集約化主体（林業経営体）・行政（筑前町）・司法書士

の連携が重要である。 

（「5.3 集約化の各プロセスにおける取組」参照） 

◆ 各プロセスにおける工数を集計・分析し、手法のコスト・改善点を明らかにした。 

（「6.2 集約化の各プロセスにおける工数」参照） 

◆ 集約化の実行プロセスにおける実務課題を抽出し、「林業経営体における対応策」と「制

度改正が期待される事項」とに整理した。 

（「5.4 集約化の各プロセスにおける実務課題の抽出」参照） 

◆ 令和 7 年度補正（令和８年度）の実証事業での 「所有者不明森林等の特例措置」を適用

した所有者不明森林における計画の策定の実現に向けて、現状の課題を整理し、想定さ

れるフローを作成した。 

（「5.5 所有者不明森林の実態把握」参照） 
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7.2 集約化の各プロセスにおける工数 

本モデル事業における集約化に要した工数を、必要な工数を整理した。 

(1) 工数集計の手法 

集約化実務を行ったメジャーフォレストリー㈱社員および筑前町職員の業務時間記録を

基に、各プロセスの工数を集計した。なお、プロセス工数の集計にあたっては、経営委託・

所有権移転両方の対応が対象となっている。 

【集計対象プロセス】 

集約化プロセスのうち、次の条件のものを集計対象とした。（表：集計対象プロセス） 

Ⅰ．所有者ごと・所有森林ごとに工数の積上げが発生するもの 

Ⅱ．メジャーフォレストリー㈱社員および筑前町職員が行うもの 

 

表 7-1：集計対象プロセス 

番号 プロセス 集計対象 

1 購入候補地の探索 （計画時に一括）  

2 森林所有者の特定       〇（筑前町） 

3 調査・交渉  

3-1 境界の精微なデータ取得 （計画時に一括） 

3-2 航空写真による森林現況確認 〇 

3-3 現地踏査による森林現況確認 〇 

3-4 森林資産評価の実施 〇 

3-5 森林所有者との交渉 〇 

3-6 同意取得・公拡法の届出 （3-5 と同時） 

4 登記簿の変更 （司法書士対応） 

5 売買契約締結・所有権移転書類確認及び捺印 〇 

6 売買金の支払・所有権移転登記申請 （司法書士対応） 

7 森林取得・土地売買の届出 〇 
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【集計対象者】 

・メジャーフォレストリー㈱ 社員２名 

・筑前町役場（地域おこし協力隊）職員１名 

 

【集計期間】 

・令和７年６月 10 日（モデル事業着手日）～令和８年２月末日 

 

(2)工数集計の結果と分析 

プロセス別工数集計の結果を、、表に示す。社職員計３名の約７か月間の活動で、総計

1,377 時間を要した。 

  

表 7-2：工数集計一覧 

集計対象プロセス 工数（時間） 

2.森林所有者の特定 470 

3.調査・交渉  

3-2.航空写真による森林現況確認 105 

3-3.現地踏査による森林現況確認 126 

3-4.森林資産評価の実施 241 

3-5.森林所有者との交渉 170 

5.売買契約締結・所有権移転書類確認及び捺印 143 

7.森林取得・土地売買の届出 122 

総計 1,377 

 

プロセス別工数集計の結果を、、図に示す。プロセス全体のうち最も工数を要したのは「2.

森林所有者の特定」（470 時間）、3.調査・交渉プロセスのうち最も工数を要したのは「3-4.

森林資産評価の実施」（241 時間）であった。 
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図 7-1：工数集計 プロセス別グラフ 

 

集約化工数の改善に向け、プロセスごとに「想定より工数を要したか（評価）」を実務者

へのヒアリングにより確認し、併せて評価の理由を整理した。 
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表 7-3：プロセス別評価一覧 

プロセス 評価 

・想定以上の工数 ⤴ 

・想定未満の工数 ⤵ 

・想定通りの工数 → 

評価の理由/背景 

2.森林所有者の特定 ⤴ ・所有者への個別訪問の負担 

3.調査・交渉   

3-2.航空写真の確認 ⤵ ・情報整備が充分 

3-3.現地踏査 ⤵ ・近隣エリアで移動が完結 

3-4.森林資産評価 ⤴ ・個別見積書作成の負担 

3-5.所有者との交渉 － ・ケースが様々（評価不可） 

5.売買契約・書類確認 ⤴ ・所有者への複数回往訪の負担 

7.森林所有・土地売買の届出 → ・複数の届出対応の負担 

 

【2.森林所有者の特定】 想定以上の工数 ⤴ 

森林所有者との最初のコンタクトとなる町職員による意向確認では、意向調査表に記載

された電話番号への連絡が繋がらないことが多く、直接訪問することで、森林所有者に面談

するケースが多くあった。また事前連絡なしに役場へ直接訪問して来る方への対応もあり、

時間を要した。過去に地区別の合同説明会の形式で実施したが、その後、個別の電話連絡・

訪問を再度要したため、合同説明会の形式は効果的ではなかった。昨今の社会問題である、

詐欺被害等の対応として、知らない電話番号には出ないと言う事情があり、課題が残る。 

 

【3-2.航空写真による森林現況確認】 想定未満の工数 ⤵ 

町から協議会へのスムーズな情報提供がされたこと、筑前町において地籍調査が完了し

ており所有者・境界情報が整備されていること、森林簿が適切に更新されており机上調査で

十分な情報が得られること、官公庁（法務局・国土地理院）等の Web サービスを活用した

ことなどが、背景となる。特に、法務省における地図データのＧ空間情報センターを介した

一般公開データについては有効活用された。一方で、福岡県からの森林簿データ等の情報提

供については、細かい規定が多く難航し、集約化の障壁となっていることを確認した。 
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【3-3.現地踏査による森林現況確認】想定未満の工数 ⤵ 

筑前町の森林は、林道が整備されているほか、奥山が少ないことから、車で数分～30 分

で調査地に到着することができるため、調査の移動に時間を要さなかったこと、また測量・

計測機器を活用し効率的な調査を行ったことが、背景となる。 

 

【3-4.森林資産評価の実施】想定以上の工数 ⤴ 

得られた森林情報を整理し、評価フロー・テーブルを用いて精緻に森林資産評価を行った

が、森林ごとの評価および所有者ごとの見積書作成に時間を要したためである。これは、対

象エリア外に森林を所有している場合が多く、ほぼ全員がすべての森林の移転を希望された

ことで工数が増えたケースが挙げられる。また、5 条森林外や町外の森林評価も依頼される

ケースも多くあった。さらに、登記簿が最新でない場合が多く、本人確認や契約に必要な事

前情報の収集に時間を要した。 

 

【3-5.森林所有者との交渉】 評価困難 

様々なケースがあり、工数に対する評価が困難であった。個別の説明・交渉を経て、意向

調査の意向のまま速やかに経営委託・所有権移転に応じるケースもあれば、見積価格に不満

をもち所有権移転に応じないパターン、交渉時の書類確認に時間を要するパターンなど、多

岐に渡ることが背景となる。 

 

【5.売買契約締結・所有権移転書類確認及び捺印】想定以上の工数 ⤴ 

【2.森林所有者の特定】同様個別訪問が原則となるが、書類の不備・不足を見積時に発見

できなかったことや、登記変更を実施していないことにより、司法書士を含め、書類整備・

確認に時間を要するためである。 

 

【7.森林所有・土地売買の届出】想定通りの工数 → 

森林法における届出、国土利用計画法における届出等、いずれも法令で必要とされる届出

のため簡略化することはできず、 「6.4.1 集約化の各プロセスにおける課題とモデル事業にお

ける対応策」のとおり、省庁間連携による届出義務解消が期待される。 
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次に、プロセス別工数を月単位で積上げて、、図のとおり整理した。 

 

 

図 7-2：工数集計 月別・プロセス別グラフ 

 

11 月から翌１月にかけて、工数全体が増加している。背景として、町内の森林所有者の

多くが専業・兼業農家であり、農業の繁忙期以降（11 月以降）に交渉・契約の対応を希望

するため、交渉・契約の対応が集中したためである。１月は正月に親族が集まり同意した

ケースや、地区集会が多くあり、特に工数が多くなっている。なお、当年度は事業着手が

6 月、旬であったが、次年度については当年度の継続案件を含む他、作業手順や各関係者

の役割が明確になっているため、交渉・契約の集中時期を想定したスケジュールを検討し

ていく。 

 

実務者へのヒアリングより、プロセス工数は、面積や筆数では無く、対象となる森林所

有者の数に応じて増加する傾向があることが指摘された。所有権移転に関する往訪の説

明・書類確認の工数が比例的に増加する。また、総面積では無く、筆数が多い場合に司法

書士への委託費用や登記関連費用が増加することも課題である。 
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7.3 令和 7 年度期初および期末の集約化状況と取組 

モデル事業における令和７年度期初および期末の集約化（経営委託・所有権移転）状況と

取組成果を整理する。 

 

令和７年度期初の集約化状況は、、図のとおりである。 

目配区域では林業経営体への経営委託を中心に集約化が進んでいたが、集約化対象区域の

櫛木・三箇山区域では集約化の実績はわずかであった。 

 

図 7-3：集約化対象森林区域（期初） 
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令和７年度期末（令和７年２月末時点）の集約化状況を、、図に示す。 

櫛木・三箇山区域において、所有権移転および経営委託による集約化が進行した。また、

対象区域以外でも道路沿い森林や同所有者の所有する森林について、集約化の実績および

見込み（商談中）が進展している。 

 

図 7-4：集約化対象森林区域（期末） 
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令和７年度期末（令和７年２月末時点）の集約化取組成果を、、表に示す。 

令和７年度モデル事業による集約化取組成果は所有権移転面積 93.6ha、経営委託面積

51.8ha、総集約化（所有権移転＋経営委託）面積 145.3ha となった。櫛木地区においては、

森林所有者が地区に居住している方が多く、現時点では、経営委託を選択する割合が高い傾

向となったが、将来的には移転を希望されている。一方で、三箇山地区においては、地区に

住んでいる方が少なく相続も発生していることから、所有権移転を選択する割合が高い傾

向となった。 

 

表 7-4：集約化取組成果【面積ベース】 

 本事業 

面積(ha) 

所有権移転 経営委託 

面積(ha) 

集約化【移転＋委託】 

面積(ha) 面積(ha) 筆数 

櫛木 175 9.3 28 36.0 45.3 

三箇山 493 52.6 119 1.0 53.6 

その他町内 1,030 19.2 68 5.0 24.2 

小計 1,698 81.1 215 42.0 123.1 

町外 － 12.5 69 9.8 22.3 

計 1,698 93.6 284 51.8 145.3 

 

表 7-5：集約化取組成果【人数ベース】 

 本事業 

所有者(人) 

所有権移転 

人数 (人) 

経営委託 

人数(人) 

集約化【移転＋委託】 

人数(人) 

櫛木 84 4 8 12 

三箇山 267 20 1 21 

その他町内 1,120 10 4 14 

計 1,471 34 13 47 

 

8 次年度以降の計画と目標地図 

令和 8 年度以降についても、林業経営体による集約化取組を推進していく。筑前町では

町内全域で意向調査が完了していることから、意向調査結果「委託希望」「売却希望」の回

答者を主な対象とした集約化の目標（目標地図）を設定し、「4.2.4 集約化に関する目標と

目標を達成するための方法」に示した長期計画に沿って、100ha/年を目標に集約化を継続

していく。 
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令和８年度は曽根田・砥上区域を中心に、経営委託型と所有権移転型を併用した林業経

営体による集約化取組を実施する計画である。なお、国有林が隣接する区域となるため、

森林管理署の方を委員メンバーに加え協議会を実施する予定である。 

 

図 8-1：目標地図 

意向調査結果「委託希望」「売却希望」が対象 
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図 8-2：令和８年度 集約化対象森林 位置図 
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図 8-3：令和８年度 集約化対象森林 拡大図 

※重点エリア（曽根田・砥上）の意向調査結果「今後の管理や整備について」を示す。 

 国有林と隣接しているため、民国連携の森林整備が必要となるエリアである。 
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また、令和８年度は以、の取組も重点的に行う。 

 

【改正森林経営管理制度 関連】 

・「集約化構想」の策定 

  「集約化構想」は地域の関係者により協議・策定される経営管理や集約化に向けた将

来像（絵姿）であり、集約化を図る区域や方針、受け手となる林業経営体を示すも

のである。令和８年度では協議会での協議により、 「筑前町森林づくりプラン」およ

び令和７年度に設定した長期目標を踏まえ、筑前町における集約化構想を策定して

いく。 

・「経営管理支援法人」と筑前町との協業 

  「経営管理支援法人」とは、市町村からの指定を受けて、集約化構想策定等に対し専

門的知見を踏まえた支援を行う者である。令和８年度は、筑前町の取組においてど

のような知見を持つ経営管理支援法人が必要となるか指定に際し検討し、筑前町お

よび協議会との協業体制を構築していく。 

・「構想適格事業者」の実務役割の整理 

  「構想適格事業者」とは、集約化構想における構想森林において経営管理を行うべき

者であり、筑前町内の集約化・集約化後の森林経営管理を担う事業者が想定される。

協議会に参画する林業事業者をはじめ構想適格事業者を担いうる事業者が存在する

中、令和８年度はその実務役割を明確にし、筑前町・協議会との連携体制を構築し

ていく。 

・「所有者不明森林の特例制度」の活用 

  「所有者不明森林の特例制度」とは、権利集積配分一括計画において所有者不明森林

等があるときに、必要な探索を行った上でなお不明の場合は、公告に申し出がない

こと（必要に応じ都道府県知事の裁定）により、同意とみなすことができる特例制

度である。令和７年度モデル事業では、所有者不明土地の探索について想定される

フローを作成した。令和８年度はそのフローを検証・改善し、所有者不明森林の特

例制度に適合する形で運用することで、集約化課題の解決を目指す。 

 

【航空レーザ測量データの解析・活用の実証】 

令和８年度は、令和７年度に整備したデータを解析し、GIS 上で使用できる森林資源デー

タ等を整備する。令和９年度以降も解析データを活用し、路網線形計画ソフトの精度向上、

集約化優先度・ゾーニング判定への活用等、集約化・林業経営に向けた効率的なデータ利用

の実証を進めていく。 
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図 8-4：航空レーザ測量データ活用イメージ 

※第２回地域協議会資料より抜粋 


